
建
設
工
事
の
請
負
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
行
い
ま
す
の
で
、
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
い
ま
す
。
）
第
百
六
十
七
条

の
五
第
二
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
工
事
は
、
予
定
価
格
の
事
前
公
表
を
行
う
土
木
工
事
で
す
。

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

一

工
事
名

一
般
国
道
三
〇
八
号
大
宮
道
路

交
通
連
携
推
進
事
業
（
国
道
結
節
点
改
築
）

工
事
番
号

第
二
―
一
―
橋
―
一
号

二

工
事
場
所

奈
良
市
宝
来
町
か
ら
菅
原
町
ま
で

三

工
事
概
要

工
事
延
長

Ｌ
＝
八
四
〇
ｍ

橋
梁
下
部
工

Ｎ
＝
十
五
基
（
橋
脚

十
五
基
）

道
路
切
替
工

Ｌ
＝
五
〇
〇
ｍ

四

工
事
期
間

第
四
の
七
の
奈
良
県
議
会
の
議
決
後
十
四
箇
月
間

第
二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

奈
良
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
の
う
ち
、
土
木
一
式
工
事
の
資
格
を
有
す
る
建
設
業
者

三
者
又
は
四
者
で
構
成
さ
れ
る
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い
い
ま
す
。

）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
か
つ
、
第
三
の
四
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加

資
格
の
確
認
を
受
け
、
第
三
の
五
に
定
め
る
技
術
提
案
書
の
内
容
確
認
を
受
け
た
者
の
み
が
、
こ
の

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
を
構
成
す
る
建
設
業
者
（
以
下
「
共

同
企
業
体
構
成
員
」
と
い
い
ま
す
。
）
は
、
二
以
上
の
共
同
企
業
体
構
成
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

な
お
、
共
同
企
業
体
構
成
員
の
半
数
以
上
は
、
奈
良
県
内
に
本
店
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
し

ま
す
。

一

共
同
企
業
体
構
成
員
の
出
資
比
率
は
、
三
者
の
場
合
は
い
ず
れ
も
二
〇
％
以
上
、
四
者
の
場
合

は
い
ず
れ
も
一
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
出
資
比
率
は
、
共

同
企
業
体
構
成
員
中
最
大
又
は
最
大
と
同
比
率
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
奈
良
県
内
に
本
店
を
有
す
る
者
の
出
資
比
率
の
合
計
が
五
○
％
以
上
で
あ
る
こ
と
と
し

ま
す
。



二

共
同
企
業
体
構
成
員
が
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

１

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
土
木
工
事
業
の
特
定

建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

３

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
（
以
下
「
競
争
入
札

参
加
確
認
申
請
書
等
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
期
間
に
、

奈
良
県
建
設
工
事
等
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
に
よ
る
指
名
停
止
措
置
（
以
下
「

指
名
停
止
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

４

次
に
掲
げ
る
こ
の
入
札
に
係
る
設
計
業
務
の
受
託
者
と
資
本
又
は
人
事
面
に
お
い
て
関
連
が

あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

名
称

株
式
会
社
オ
オ
バ

所
在
地

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
四
―
四
―
一
二
―
一
〇
一

名
称

株
式
会
社
パ
ス
コ

所
在
地

東
京
都
目
黒
区
東
山
一
―
一
―
二

名
称

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ

所
在
地

東
京
都
渋
谷
区
南
平
台
町
一
六
―
二
八

名
称

株
式
会
社
ウ
エ
ス
コ

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
島
田
本
町
二
―
五
―
三
五

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開

始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生

事
件
（
以
下
「
旧
更
生
事
件
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
係
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
会
社
更
生
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
い
ま
す
。
）
第
三
十
条
に
規
定

す
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
含
み
ま
す
。
）
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
決
定
（
旧
更
生
事
件
に

係
る
旧
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
含
み
ま
す
。
）
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
し
ま
す
。

６

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

７

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
再
生
手
続
開
始
の
申



立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に

基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
再
生
計
画
の
認
可
の
決
定
を
受
け

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な

か
っ
た
者
と
み
な
し
ま
す
。

８

共
同
企
業
体
構
成
員
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
て
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

共
同
企
業
体
の
代
表
者

（一）

奈
良
県
内
に
本
店
又
は
営
業
所
（
建
設
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

（１）
か
つ
、
当
該
営
業
所
が
本
県
に
対
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

以
下
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
（
有
効
期
間

（２）
内
に
あ
る
直
近
の
も
の
。
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
結
果
に
お
け
る

土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
定
値
が
一
、
二
五
〇
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
共
同
企
業
体
構
成
員
の
一
者

（二）

奈
良
県
内
に
本
店
又
は
営
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
奈
良
県
内
に
本
店
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
奈
良
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参

加
資
格
の
土
木
一
式
工
事
が
Ａ
等
級
Ａ
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と
と
し
、
奈
良
県
内
に
営
業
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に

お
け
る
土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
定
値
が
一
、
一
〇
〇
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

そ
れ
以
外
の
共
同
企
業
体
構
成
員

（三）

奈
良
県
内
に
本
店
を
有
し
、
奈
良
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
の
土
木
一
式
工
事

が
Ａ
等
級
Ａ
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

９

経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
お
け
る
土
木
一
式
工
事
の
平
均
完
成
工
事
高
（
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
の
場
合
は
、
当
該
平
均
完
成
工
事
高
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た

額
）
が
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
予
定
価
格
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当

す
る
額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
「
二
／
三
」
以
上
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
構
成
員
に
あ

っ
て
は
予
定
価
格
の
「
一
／
共
同
企
業
体
構
成
員
数
」
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

共
同
企
業
体
構
成
員
の
す
べ
て
が
、
土
木
一
式
工
事
の
元
請
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

１０
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
構
成
員
と
し
て
の
施
工
実
績
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
と
し
て
施
工

し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
出
資
比
率
が
二
○
％
以
上
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
構
成
員
と
し
て
施



工
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
一
○
％
以
上
の
場
合
に
限
り
ま
す
。

三

共
同
企
業
体
構
成
員
の
す
べ
て
が
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
技
術
者
を
こ
の
工
事
を
行
う

期
間
中
専
任
で
一
名
以
上
配
置
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
監
理
技
術
者
を
置
く
こ
と
が
必
要
な
工

事
で
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
に
お
い
て
監
理
技
術
者
を
配
置
で
き
る
こ
と
。

１

一
級
土
木
施
工
管
理
技
士
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

２

過
去
十
年
以
内
に
竣
工
し
た
土
木
一
式
工
事
の
従
事
経
験
を
有
す
る
者

３

入
札
の
申
込
み
の
あ
っ
た
日
以
前
に
三
箇
月
以
上
の
雇
用
関
係
に
あ
る
者

４

監
理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
土
木
工
事
業
の
「
監
理
技
術
者
資
格
者
証
」
及
び
「
監
理
技
術

者
講
習
修
了
証
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

第
三

入
札
手
続
等

一

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所
等

１

交
付
期
間

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
（
金
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及

び
土
曜
日
を
除
き
ま
す
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後

一
時
ま
で
を
除
き
ま
す
。
）

２

交
付
場
所

〒
六
三
〇
―
八
五
〇
一

奈
良
市
登
大
路
町
三
〇
番
地

奈
良
県
土
木
部
公
共
工
事
契
約
課
入
札
契
約
係
（
奈
良
県
分
庁
舎
六
階
）

電
話

〇
七
四
二
―
二
七
―
七
四
八
六

３

費
用

無
償
と
し
ま
す
。

二

設
計
図
書
等
の
閲
覧

１

日
時

平
成
二
十
年
五
月
十
九
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

場
所

〒
六
三
〇
―
八
三
○
三

奈
良
市
南
紀
寺
町
二
丁
目
二
五
一
番
地

奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
庶
務
課
工
事
係

三

設
計
図
書
等
の
貸
与

１

日
時

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日
（
火
）
か
ら
同
年
六
月
十
一
日
（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
及

び
土
曜
日
を
除
き
ま
す
。
）

２

場
所

二
の
２
に
同
じ
。

３

半
日
単
位
で
貸
し
出
し
ま
す
。

四

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認

こ
の
工
事
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
を
次
の

と
お
り
知
事
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ



ん
。

１

提
出
期
間

平
成
二
十
年
五
月
二
十
九
日
（
木
）
及
び
同
月
三
十
日
（
金
）
の
午
前
十
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
き
ま
す
。
）

２

提
出
場
所

〒
六
三
〇
―
八
五
〇
一

奈
良
市
登
大
路
町
一
二
番
地

奈
良
県
北
分
庁
舎
一
階

Ｇ
会
議
室

３

提
出
部
数

各
一
部

４

提
出
方
法

持
参
に
限
り
ま
す
。

５

作
成
及
び
提
出
に
係
る
費
用

申
請
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

五

技
術
提
案
書
の
内
容
確
認

１

四
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
知
事
の
定
め
る
様
式
に
よ
り
、

入
札
説
明
書
等
を
参
考
と
し
て
、
適
切
な
施
工
計
画
を
立
案
し
、
次
の

及
び

の
内
容
を
示

（一）

（二）

し
た
技
術
提
案
書
を
知
事
に
提
出
し
、
内
容
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

施
工
計
画
に
つ
い
て

（一）

企
業
の
施
工
能
力
等
に
つ
い
て

（二）
２

提
出
期
限

平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
（
水
）

午
後
五
時

３

提
出
場
所

〒
六
三
〇
―
八
五
○
一

奈
良
市
登
大
路
町
三
〇
番
地

奈
良
県
土
木
部
道
路
建
設
課
総
務
契
約
係
（
奈
良
県
分
庁
舎
六
階
）

電
話

○
七
四
二
―
二
七
―
七
四
九
三

４

提
出
部
数

各
一
部
（
様
式
八
―
一
か
ら
八
―
五
ま
で
に
つ
い
て
は
、
各
二
部
）

５

提
出
方
法

書
留
郵
便
に
限
り
ま
す
。

６

作
成
、
提
出
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
係
る
費
用

提
出
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

７

技
術
提
案
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
等

日
時
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
し
ま
す
。

六

入
札
の
手
続
及
び
開
札
の
日
時
等

１

入
札
書
は
、
郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

郵
便
は
、
書
留
郵
便
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
入
札
書
は
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
七
月

十
八
日
開
札

一
般
国
道
三
〇
八
号
大
宮
道
路

交
通
連
携
推
進
事
業
（
国
道
結
節
点
改
築
）

第
二
―
一
―
橋
―
一
号
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
と
と
も
に
、
中
封
筒
に
入
札
書
と
見
積
根

拠
資
料
を
入
れ
、
直
接
提
出
す
る
場
合
と
同
様
に
封
印
等
の
処
理
を
し
、
奈
良
県
土
木
部
公
共

工
事
契
約
課
長
あ
て
の
親
展
と
し
て
、
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
午
後
五
時
ま
で
（
期
限
ま
で

に
到
着
し
た
も
の
の
み
有
効
）
に
一
の
２
に
定
め
る
場
所
へ
到
着
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な



り
ま
せ
ん
。

２

開
札
の
日
時

平
成
二
十
年
七
月
十
八
日

午
後
三
時

３

開
札
の
場
所

奈
良
市
登
大
路
町
三
〇
番
地

奈
良
県
分
庁
舎
五
階

第
五
〇
会
議
室

七

入
札
に
係
る
金
額
の
記
入
方
法

入
札
は
、
総
計
金
額
で
行
い
ま
す
。
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額

に
当
該
金
額
の
五
％
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
し
ま
す
の
で
、
入
札
者

は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

八

入
札
執
行
回
数

入
札
執
行
回
数
は
、
一
回
と
し
ま
す
。

第
四

そ
の
他

一

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除
し
ま
す
。

二

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
者
は
、
そ
の
提
出
し
た
入
札
書
を
引
き
換
え
、
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

三

入
札
の
無
効

第
二
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
技
術
提
案
書
が
適
正
で

な
い
者
の
し
た
入
札
、
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
、

奈
良
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
四
号
）
第
七
条
に
該
当
す
る
入
札
及

び
入
札
説
明
書
交
付
時
に
配
布
す
る
入
札
心
得
に
示
し
た
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

は
、
無
効
と
し
ま
す
。

な
お
、
本
県
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
の
あ
る
旨
確
認
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
開
札
の
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
指
名
停
止
を
受
け
た
者
等
開
札
時
点
に
お
い
て
第
二
に
定
め
る
競
争
入
札
に

参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
は
無
効
と
し
ま
す
。

四

契
約
書
作
成
の
要
否

要
し
ま
す
。

五

落
札
者
の
決
定
方
法
等



１

総
合
評
価
の
方
法
及
び
落
札
者
の
決
定
基
準

本
工
事
の
総
合
評
価
に
関
す
る
評
価
方
法
、
評
価
項
目
及
び
加
点
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

し
ま
す
。

入
札
参
加
者
の
「
標
準
点
」
を
一
〇
〇
点
と
し
、
技
術
提
案
に
よ
る
「
加
算
点
」
の
最
高

（一）
点
を
三
十
六
点
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

「
加
算
点
」
は
、
次
の
表
の
と
お
り
、
評
価
項
目
ご
と
の
評
価
及
び
配
点
に
応
じ
て
与
え

（二）
ま
す
。

評
価
項
目

加
点
基
準

工
程
管
理

工
事
の
施
工
手
順
及
び
工
期
設
定
の
適
正
性

品
質
管
理

材
料
や
構
造
物
の
品
質
確
認
方
法
及
び
管
理
方
法
の

施
工
計
画

適
切
性

（
十
八
点

）

安
全
管
理

現
地
条
件
等
を
踏
ま
え
安
全
管
理
上
の
課
題
へ
の
対

応
の
適
切
性

施
工
管
理

施
工
上
留
意
す
べ
き
事
項
の
適
切
性

企
業
の
施
工
能

工
事
成
績
評
定
点
、
表
彰
実
績
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇

力

〇
シ
リ
ー
ズ
認
証
取
得

配
置
予
定
技
術

同
種
工
事
の
施
工
経
験

者
の
能
力

企
業
の
施

工
能
力
等

地
域
精
通
度

当
該
地
域
内
の
本
店
又
は
元
請
施
工
実
績

（
十
八
点

）

社
会
貢
献
・
地

災
害
協
定
の
締
結
及
び
災
害
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

域
貢
献

実
績



配
置
予
定
技
術

技
術
提
案
の
記
載
内
容
に
対
す
る
理
解
度

者
の
理
解
度

価
格
と
価
格
以
外
の
要
素
が
も
た
ら
す
総
合
評
価
は
、
入
札
参
加
者
の
「
標
準
点
」
と
右

（三）
記
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
加
算
点
」
の
合
計
を
、
当
該
入
札
者
の
入
札
価
格
で
除
し
て
得
た

数
値
（
以
下
「
評
価
値
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
行
い
ま
す
。

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

（四）
２

落
札
者
の
決
定
方
法
等

入
札
価
格
が
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
第
三
の
五
の
１
の
技
術
提
案
書

の
内
容
が
適
正
で
あ
る
者
の
う
ち
、
１
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
評
価
値
の
最
も
高
い

者
を
落
札
者
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
が
、
八
の
２
で
示
す

算
式
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
調
査
基
準
価
格
（
以
下
「
調
査
基
準
価
格
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
下

回
る
場
合
は
、
落
札
者
の
決
定
を
保
留
し
、
そ
の
価
格
に
よ
っ
て
は
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合

し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
落
札
者

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
を
行
っ
た
者
は
、
別

途
定
め
る
要
領
に
規
定
す
る
書
類
を
平
成
二
十
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
き
ま
す
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
き
ま

す
。
）
に
入
札
執
行
者
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
契
約
審
査
委
員
会
が
行
う
事
情
聴
取
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当
該
書
類
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
及
び
事
情
聴
取
に
応
じ
ず
、
又
は

協
力
し
な
い
場
合
は
、
失
格
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
評
価
値
の
最
も
高
い
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
引
き
に
よ
り
落
札
者
を
決

定
し
ま
す
。

六

別
に
配
置
を
求
め
る
技
術
者

１

調
査
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
価
格
を
も
っ
て
契
約
す
る
場
合
に
お
い
て
、
落
札
し
た
共
同
企

業
体
構
成
員
の
う
ち
一
者
以
上
が
、
奈
良
県
土
木
部
発
注
工
事
で
、
開
札
の
日
か
ら
過
去
二
年

以
内
に
完
成
又
は
開
札
時
点
で
施
工
中
の
工
事
に
関
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
第
二
の
三
で
定
め
る
者
と
同
様
の
要
件
を
満
た
す
技
術
者
を
、
第
二
の
三
で
定
め
る
者
と

は
別
に
、
専
任
で
一
名
現
場
に
配
置
し
て
く
だ
さ
い
。



六
五
点
未
満
の
工
事
成
績
評
定
を
通
知
さ
れ
た
場
合

（一）

発
注
者
か
ら
施
工
中
又
は
施
工
後
に
お
い
て
工
事
請
負
契
約
書
に
基
づ
い
て
補
修
又
は
損

（二）
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
場
合
（
軽
微
な
手
直
し
等
は
、
除
き
ま
す
。
）

品
質
管
理
又
は
安
全
管
理
に
関
し
、
指
名
停
止
又
は
事
業
担
当
課
長
、
出
先
機
関
の
長
若

（三）
し
く
は
総
括
監
督
員
か
ら
書
面
に
よ
り
警
告
若
し
く
は
注
意
の
喚
起
を
受
け
た
場
合

自
ら
起
因
し
て
工
期
を
大
幅
に
遅
延
さ
せ
た
場
合

（四）
２

当
該
技
術
者
は
、
施
工
中
は
、
第
二
の
三
で
定
め
る
者
を
補
助
し
、
第
二
の
三
で
定
め
る
者

と
同
様
の
職
務
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

３

当
該
技
術
者
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
氏
名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
第
二
の

三
で
定
め
る
者
の
通
知
と
同
様
に
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
長
に
通
知
し
て
く
だ
さ
い
。

七

本
契
約
の
成
立

１

こ
の
工
事
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
議
会
の
議
決
を
要
し
ま
す
の
で
、
議
決
が
あ
る
ま

で
の
間
は
仮
契
約
と
し
、
議
決
を
得
た
と
き
に
契
約
が
成
立
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

２

落
札
決
定
後
、
議
会
の
議
決
ま
で
の
間
に
、
落
札
し
た
共
同
企
業
体
構
成
員
の
う
ち
一
者
以

上
が
入
札
参
加
資
格
の
制
限
又
は
指
名
停
止
を
受
け
た
場
合
は
、
仮
契
約
を
締
結
せ
ず
、
仮
契

約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
は
解
除
し
ま
す
。
た
だ
し
、
落
札
者
が
資
格
を
失
っ
た
共
同
企
業
体

構
成
員
又
は
指
名
停
止
を
受
け
た
共
同
企
業
体
構
成
員
を
除
い
て
、
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体
の
構
成
に
関
す
る
協
定
書
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
、
変
更
後
の
共
同
企
業
体
構
成
員
が
、

三
者
に
よ
る
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
共
同
企
業
体
の
代
表
者
を
含
め
二
者
で
あ
る
と
き
、
四

者
に
よ
る
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
三
者
で
あ
る
と
き
は
、
仮
契
約
を
解
除
せ
ず
、
一
部
変
更

の
仮
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

八

予
定
価
格
の
額
及
び
調
査
基
準
価
格
の
算
出
方
法

１

こ
の
工
事
の
予
定
価
格
は
、
八
六
九
、
二
七
六
、
一
〇
〇
円
で
す
。

２

こ
の
工
事
の
調
査
基
準
価
格
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
設
定
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
式
に

よ
り
算
出
さ
れ
た
金
額
が
、
予
定
価
格
の
一
〇
分
の
八
・
五
を
超
え
る
場
合
は
、
予
定
価
格
に

一
〇
分
の
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
三
分
の
二
に
満
た
な
い
場
合
は
、
予
定
価
格
に
三

分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

調
査

基
準

価
格

直
接

工
事

費
＋

共
通

仮
設

費
＋

現
場

管
理

費
相

当
額

×
１

／
５

×
１

＝
（

）

０
５

／
１

０
０

九

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先



第
三
の
一
の
２
に
同
じ
。

十

契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
契
約
を
担
当
す
る
部
課
等
の
名
称
、
所
在
地
等

第
三
の
五
の
３
に
同
じ
。

十
一

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。
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